
ご契約にあたって 

［契約締結前交付書面］ 

(クリプトニンジャでんきプラン用)  

 

電気事業法第２条の１３の規定に基づき，お客さまとの電気需給契約（以下「需給契約」といいます。） の締結にあたっての重要

な事項を次のとおり記載いたしますので，内容にご同意のうえお申込みくださいますようお願いいたします。 

なお，本書に記載のない事項については，株式会社リミックスポイント（以下「当社」といいます。）が別に定める「リミックス

でんき約款（低圧特別付与プラン用）」（以下「約款」といいます。），「リミックスでんき料金定義書（クリプトにんじゃでんきプ

ラン用）」（以下「料金定義書」といいます。），ならびにお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般

送配電事業者」といいます。）の定める託送供給等約款およびその他供給条件等（以下「託送約款等」といいます。）によります。 

約款および料金定義書は，下記 URL でご確認いただけます。 

【約款】https://denki.remixpoint.co.jp/pdf/powerbusiness/teiatsu/remixpoint-teiatsu-fuyo-yakkan_2510.pdf 

【料金定義書】https://denki.remixpoint.co.jp/pdf/powerbusiness/teiatsu/remixpoint-teiatsu-cryptoninja-

teigi_2510.pdf 

また，託送約款等は，当該一般送配電事業者のホームページでご確認ください。 
 

１．小売電気事業者の名称および登録番号 

名 称：株式会社リミックスポイント（Remixpoint, inc.） 

代表者名：代表取締役社長 CEO 高橋 由彦 

本店住所：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 9 号 住友新虎ノ門ビル 2 階 

登録番号：A0090 
 

２．クリプトニンジャでんきプランの概要 

「クリプトニンジャでんきプラン」（以下「本プラン」といいます。）は各地域電力会社の約款に規定する基本料金および電力量料

金単価について一定の割合で割引きを行った電気料金にて電気の供給を行うものです。 
 

３．ご契約のお申込み方法 

次の事項を明らかにして，所定の当社 Web サイトからお申込みいただきます。 

本プランの選択，契約種別，供給電気方式，需給地点， 需要場所（供給地点特定番号を含みます。），供給電圧，契約電力， 

契約容量，契約主開閉器，負荷設備，発電設備，用途，使用開始希望日，料金の支払方法 
 

４．供給の開始 

当社は，原則として，お申込みをいただいた日の当月または翌月の検針日から，電気を供給いたします。 

ただし，当該一般送配電事業者の所定の手続きの進行状況等によって，上記の供給開始日までに電気を供給できないことが明らか

になった場合には，あらためてお客さまと協議のうえ，供給開始日を定めます。 

また，当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で，当社以外の者との需給契約の廃止手続きが

完了していないときには，供給開始日をあらためて協議いたします。 
 
５．供給電圧および周波数 

供給電圧および周波数は，お客さまのお申込みいただいた内容により適用される約款および料金定義書の定めによります。供給電

圧は，標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。周波数は，お客さまのお住まい

の区域ごとに以下のとおりとなります。 

（北海道電力ネットワーク管内，東北電力ネットワーク管内，東京電力パワーグリッド管内） 

50 ヘルツ（ただし，新潟県妙高市および糸魚川市ならびに群馬県の一部は 60 ヘルツ） 

（中部電力パワーグリッド管内，北陸電力送配電管内，関西電力送配電管内，中国電力ネットワーク管内，四国電力送配電管内，

九州電力送配電管内） 

60 ヘルツ（ただし，長野県の一部は 50 ヘルツ） 

 

６．契約電力および契約容量の決定方法 

契約電力または契約容量は，お客さまがお申込みいただいた内容により適用を受ける約款および料金定義書の定めに基づきます。 
 

７．電気料金の算定方法 
ご契約いただく電気料金メニューは，お客さまの需要場所がある当該一般送配電事業者の供給区域

本書面の内容を十分にお読みください。 



（以下「電力エリア」といいます。）に応じて，お申し込みいただいた内容に基づき決定いたしま
す。 
電気料金は，お客さまのお申込み内容に応じた契約種別ごとに料金定義書に定める基本料金または
最低料金と，その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に，再生可能エネルギー発電
促進賦課金を加えたものとします。基本料金単価及び電力量料金単価については，後記【クリプト
ニンジャでんきプラン単価表】をご参照ください。電力量料金は，「燃料費調整額※１」および「離
島ユニバーサル調整額※２」を加算あるいは減算して計算します。 
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，エリアごとの各地域電力会社のホームページ等でご案
内しております。 
※１ 原油・ＬＮＧ・石炭の価格変動を料金に反映させるため，燃料価格の変動に応じて一定の基
準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい，本制度に基づき，燃料
費調整単価に使用電力量を乗じて算定します。燃料費調整単価は，次のとおり算定し，火力燃料（原
油・ＬＮＧ・石炭）の価格変動に応じて毎月自動的に変動いたします。この変動に上限はありませ
ん。基準燃料価格，基準単価およびα，β，γは，お申込みの内容に応じて異なりますので，【ク
リプトニンジャでんきプラン単価表】【付表】の該当箇所をご確認ください。 
a 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 

（基準燃料価格－平均燃料価格（※））×基準燃料単価÷1,000 
b 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 
 （平均燃料価格（※）－基準燃料価格）×基準燃料単価÷1,000 
（※）Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ。なお，Ａ・Ｂ・Ｃは，各平均燃料価格算定期間における，（Ａ） 
平均原油価格（kl），（Ｂ）平均天然ガス価格（t），（Ｃ）平均石炭価格（t）をいいます。 
 
※２ 本土と電力系統が接続されていない離島において一般送配電事業者が行う離島供給に係る
原油・ＬＮＧ・石炭の価格変動を，託送料金を通じて調整するしくみを「離島ユニバーサル調整」
といい，離島ユニバーサル調整単価に使用電力量を乗じて算定します。北海道電力ネットワーク，
東北電力ネットワーク，中国電力ネットワークおよび九州電力送配電管内のお客さまに適用されま
す。離島ユニバーサル調整単価は，次のとおり算定し，火力燃料（原油・ＬＮＧ・石炭）の価格変
動に応じて毎月自動的に変動いたします。この変動に上限はありません。離島平均燃料価格，離島
基準単価およびα，β，γは，お申込みの内容に応じて異なりますので，【クリプトニンジャでん
きプラン単価表】【付表】の該当箇所をご確認ください。 
a 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合 

（離島基準燃料価格－離島平均燃料価格（※））×離島基準単価÷1,000 
b 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回る場合 
 （離島平均燃料価格（※）－離島基準燃料価格）×離島基準単価÷1,000 
（※）Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ。なお，Ａ・Ｂ・Ｃは，各離島平均燃料価格算定期間における，（Ａ） 
平均原油価格（kl），（Ｂ）平均天然ガス価格（t），（Ｃ）平均石炭価格（t）をいいます。 
 
 
電気料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または前月の計量日から
当月の計量日の前日までの期間とします。ただし， 需給契約の開始または廃止により，使用期間
が１月に満たない場合，日割計算をいたします。 
 
（１）基本料金または最低料金 
契約種別と契約電力または契約容量によって１月を単位として決められた料金です。基本料金は，
需給開始日以降適用するものとし，電気の使用の有無にかかわらず，契約電流，契約容量または契
約電力（以下，「契約電力等」といいます。）とその基本料金単価から次の算式により算定される金
額とします。なお，契約種別によっては，基本料金の代わりに，「最低料金」が適用される場合が
あり，まったく電気を使用しない場合の月の最低料金は全額請求させていただきます。 
 

基本料金 ＝ 基本料金単価 × 契約電力等 
 
ただし，まったく電気を使用しない場合の月の基本料金は半額とします。 
 
※最低料金は、関西電力管内、中国電力管内は 1 契約につき 15 キロワット時(kWh)、四国電力管



内は 1 契約につき 11 キロワット時(kWh)までの料金となります。 
 
（２）電力量料金 
お客さまの契約種別ごとに，料金定義書に定める電力量料金単価にお客さまの使用電力量を乗じた
金額といたします。 
また，電力量料金は，「燃料費調整額」および「離島ユニバーサル調整額」を加算または減算して
算定します。 
 
（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金 
経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いた
します。 
 
（４）延滞利息 
お客さまが債務（延滞利息および再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます｡）について支払
われない場合は，延滞利息を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。延滞利息が発生す
る起算日は，お客さまが指定された支払方法に応じて，当社が定める支払期日の翌日とします。 
延滞利息は，起算日から支払いがなされた日までの日数に応じて，年率 14.6％の割合（年当たり
の割合は，閏年の日を含む期間についても，365 日当たりの割合とします｡）で算定し，延滞利息
が発生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。 
 
（５）請求書・利用明細書の書面発行 
請求書，利用明細書について書面の発行を希望される場合には，有料（1 通につき 200 円に消費税
等相当額を加算した金額で発行いたします。 
 
８．使用電力量の算定 

使用電力量は，託送約款等に定めるお客さまの供給地点にかかわる 30 分ごとの接続供給電力量とし，料金の算定期間の使用電力

量は，原則として 30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。 

なお，計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には，使用電力量は，約款の定めるところにより，お客

さまと当社との協議によって定めます。 
 
９．工事費等の負担 

当社は，当該一般送配電事業者から，託送約款等に基づき，お客さまへの電気の供給に伴う工事等にかかわる工事費等の請求を受

けた場合は，その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けることがあります。この場合，原則として当該一般送配

電事業者の工事着手前に申し受けます。 
 
１０．電気料金等の減免措置 

当社が，自然災害等に伴い電気料金の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合，その旨を当社ホームページ等に掲出しお客

さまにお知らせいたします。 

お客さまの選択により割引プランの適用を受ける需給契約については，料金定義書に定める電気料金から割引プランによる電気料

金の割引を受けることができます。なお，1 需給契約につき，その他プランと重複して割引プランの適用を受けることはできませ

ん。 
 
１１. 電気料金等の支払方法・支払時期 

電気料金については毎月，工事費等についてはその都度，当社の指定する金融機関等を通じてお支払いいただきます。 

なお，電気料金については，口座振替払い，クレジットカード払いの中から，お客さまが指定された方法によりお支払いいただき

ます。ただし，特別の事情がある場合には，当社が指定した様式により当社が指定した金融機関等への振込またはコンビニ払いに

よりお支払いいただくことがあります。 

電気料金の支払時期は，口座振替払いの場合は，毎月 27 日（同日が金融機関の休業日の場合は翌営業日），クレジットカード払い

の場合は，請求書発行月の末日とします。工事費等については，その都度，当社が定める日とします。 
 
１２.契約期間 

供給開始日から１年間とします。需給契約の契約期間の満了に先立ちお客さまと当社の双方が契約内容の変更または解約の申入れ

を行なわない場合には，需給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。需給契約が継続され

る場合，電気事業法その他の法令に基づくお客さまに対する供給条件の説明を行う事項は，継続の需給契約期間に関する事項のみ

とします。また，書面の交付については，需給契約の継続後遅滞なく，新たな契約期間，需給契約の成立日，供給地点特定番号な

らびに当社の名称および所在地を，電子メールの送信またはインターネット等により，お客さまにお知らせします。 
 



１３.需要場所への立入りによる業務の実施 

当社または当該一般送配電事業者は，次の業務その他の約款第 28 条（需要場所への立入りによる業務の実施）で定める業務を実施

するため，お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由

がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 

・供給設備等の設計，施工，改修または検査  

・お客さまの電気工作物の検査等 

・計量器の検針または計量値の確認  

・需給契約の廃止または解約等により必要な処置 
 
１４.保安に対するお客さまの協力等 

次の場合，お客さまは，すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。その他の託送約款等に定

める需要者に関する事項について，お客さまには遵守していただきます。 

・引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり， または異状もしくは故障が

生ずるおそれがある場合 

・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり， それが当該一般送配電事業

者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合 
 
１５.需給契約の変更・廃止 

お客さまが需給契約の内容の変更を希望される場合は，3(ご契約のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。 

また，需給契約の廃止を希望される場合は，あらかじめその廃止期日を定め，当社に通知していただきます。 

 

１６.解約等 

（１）お客さまが次のいずれかに該当し，当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には，当社は，需給

契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。なお，この場合には，その旨をあらかじめお客さまにお知らせいた

します。 

イ お客さまが需給契約の申込みその他の場合において，お客さまの氏名・名称，住所等，電気の使用開始を始めた時期に関し事実

に反する申し出を行なった場合 

ロ 他人になりすまして当社の各種サービスを利用した場合 

ハ 他人の権利を侵害し，公序良俗もしくは法令に反し，または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合 

ニ お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用された場合，または電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の

電線路を使用し，もしくは電気を使用する場合 

ホ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合 

ヘ 約款第 28 条（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実

施を正当な理由なく拒否された場合 

ト 約款第 29 条（電気の使用に伴うお客さまの協力）によって必要となる措置を講じられない場合 

チ 当社の電気供給またはこれに係るサービスの運営を妨げる行為を行なう場合 

（２）次のいずれかに該当する場合には，当社は，需給契約を解約することがあります。なお，この場合には，その旨をあらかじ

めお客さまにお知らせいたします。 

イ お客さまが料金を，支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合 

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を，支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない

場合 

ハ 約款その他の当社とお客さまとの供給条件（以下「約款等」といいます。）によって支払いを要することとなった電気料金以外

の債務を支払われない場合 

ニ 契約電力を超えて使用した場合 

ホ 当該一般送配電事業者により接続供給が終了された場合，または，当該一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為

（当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷，亡失させるなどの重大な損害を与えるような行為，電気工作物の改変等によ

り不正に電気を使用するような行為等をいいます。なお,これらに限られません。）を行なった場合 

ヘ 法令に反した行為，または，反するおそれのある行為その他当社が不適切と判断する行為を行なった場合 

ト その他，需給契約に違反した場合 

（３）お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，

電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものとします。 

（４）当社との需給契約の解約に伴い，結果的にお客さまが他の小売電気事業者等から電気の供給を受けられない場合には，当該

一般送配電事業者による電気の供給が停止されることがあります。そのときにはお客さまは，当該一般送配電事業者に対して最終

保証供給・特定小売供給を申込む必要があります。 
 



１７.需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算 
お客さまが，契約電力または契約容量を新たに設定し，または増加された日以降１年に満たないで
電気の使用を廃止しようとし，または契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合には，
当社が託送約款等に基づき当該一般送配電事業者から求められた料金および工事費をお客さまに
支払っていただきます。 
 

１８．解約違約金 
料金の適用開始日（原則として需給開始の日とします。）以降１年後の応当日までの間に需給契約
が消滅した場合には，当社が定める期日までに解約違約金として 3,000 円に消費税等相当額を加算
した金額をお支払いいただくことがございます。 
 
１9．契約種別変更手数料 
お客さまが，契約種別を変更する場合（追加でプランを申込む場合を含みます。），契約種別変更手
数料として，300 円に消費税等相当額を加算した金額をお支払いいただきます。 
 

２０.違約金 

お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことに

より料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の３倍に相当する金額を，違約金として申し受け

ます。「免れた金額」とは，約款等に基づいて算定された金額と，不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。な

お， 不正に使用された期間が確認できない場合は，６月以内で当社が決定した期間とします。 
 

２１.設備の賠償 

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物等を損傷し，または亡失したことによ

り，当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は，当社は，その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただき

ます。 
 

２２.信用情報の共有 

お客さまが，約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について，当社の定める期日を経過してなお支払われ

ない場合等には，当社は，お客さまの氏名，住所，支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。 
 
２３.その他 

（１）約款の変更 

・当社は，お客さまの一般の利益に適合する場合のほか，一般送配電事業者の託送供給等約款の改定，その他供給方法等の技術的

な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合，法令・条例・規則等の制定または改廃により

変更が必要な場合，消費税または地方消費税の税率が変更された場合，その他当社が必要と判断した場合には，約款等を変更する

ことがあります。この場合，電気料金その他の供給条件は，変更後の約款等によります。 

・約款等の変更に伴い，当社が，変更の際の供給条件の説明，供給条件に関する契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交

付を行う場合，お客さまは，次の方法により行うことについて，あらかじめ承諾していただきます。 

・供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合，当社 Web サイト上に掲載する方法，ポータルペー

ジに掲載する方法その他の当社が適切と判断した方法（以下，「当社が適切と判断した方法」といいます。）により行い，説明およ

び記載を要する事項のうち，当該変更をしようとする事項のみを説明し，記載いたします。 

・供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合，当社が適切と判断した方法により行い，約款等の変更内容，電気の需給

契約の成立日，供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地のみを説明し，交付する書面に記載すれば足りるものといたし

ます。 

・また，約款等を変更する場合，当社は，約款等の変更内容を，当社が適切と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。 

・約款等の変更が，法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更を伴わない

内容である場合には，供給条件の説明および契約変更前の書面交付については，説明を要する事項のうち当該変更をしようとする

事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること，および，契約変更後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾し

ていただきます。また，この場合，当社は，前項のお知らせを省略することがあります。ただし，この場合であっても，変更後の

約款については，当社ホームページにおいて掲載するものとします。 

（２）料金単価の変更 

当社は，電気調達費用等の変動等により料金改定が必要となる場合には，次の手順に従い，需給契約における新たな料金単価を定

めることができます。 

イ 当社は，事前に新たな適用単価，およびその適用開始日（以下「新料金単価適用開始日」といいます。）を当社が適切と判断し

た方法でお客さまに通知します。 

ロ お客さまは，新たな料金単価の適用を承諾しない場合には，新料金単価適用開始日の 15 日前までに，当社に対して書面（FAX 



による方法を含みます。）によって解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合，需給契約は，新料金単価

適用開始日の前日をもって終了するものとします。 

ハ ロに定める期限までにお客さまより需給契約の解約の通知がない場合には，当社は，新料金単価適用開始日よりお客さまとの需

給契約において新たな料金単価を適用します。 

（３）料金プランの変更 

当社は，電気調達費用等の変動等により料金プランの変更が必要となる場合には，次の手順に従い，需給契約における料金プラン

を変更することができます。 

イ 当社は，事前に適用のある変更後の料金プランおよびその適用開始日（以下，「料金プラン適用開始日」といいます。）を書面

（FAX による方法を含みます。）もしくは電磁的方法（当社 Web サイトにおける掲載，電子メールの送信），またはその組み

合わせによる方法でお客さまに通知します。 

ロ お客さまは，料金プランの変更を承諾しない場合には，料金プラン適用開始日の 15 日前までに，当社に対して書面（FAX に

よる方法を含みます。）によって解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合，需給契約は，料金プラ

ン適用開始日の前日をもって終了するものとします。 

ハ ロに定める期限までにお客さまより需給契約の解約の通知がない場合には，当社は，料金プラン適用開始日よりお客さまとの需

給契約において変更後の電気料金プランを適用します。 
 

２４.プランの変更 

・本プランの適用対象のお客さまがその他のプランに変更する場合には，当社所定の様式によりお申込みをお願いします。 

・その他のプランの適用には，当該プランの適用に係る規約に基づく条件があります。当該条件を充足しない場合には，プランの

変更は対応いたしかねます。ご了承ください。 

・本プランとその他プランは，同時に適用されることはありません。また，お申込みの時期（プランの変更申込を含みます。）によ

っては，いずれのプランも適用されない期間があります。ご了承ください。 
 
２５.お問合せ先 

電 話：03-6303-0339 （平日 10：00〜17：00） 

メールアドレス：cs-teiatsu@remixpoint.co.jp 
 

以 上 

 
 
 

【個人情報の取り扱いについて】 

１. 個人情報の利用目的について 

当社では、お客さまの個人情報（お客さまから直接書面にてお預かりした情報のみならず、書面以外でお預かりした情報、公開さ

れている情報を当社が独自で取得したものを含みます。）を次の目的で利用いたします。 

1) リミックスでんき（以下、「当社サービス」といいます。）の受付および提供のため 

2) 当社サービスの開始・変更・終了のために必要な手続きを行うため 

3) 当社サービスの情報提供およびお問い合わせ対応等のサポートならびにサービス向上のため 

4) 当社サービスの料金その他の請求業務を行うため 

5) エネルギー供給設備、消費機器等の修理・取替・点検等の保安活動のため 

6) 懸賞、作品公募およびキャンペーン等の当選等のご本人への通知・発表ならびに景品・賞品・謝礼の提供その他の諸対応のため 

7) お客さまにとって有用と思われる当社グループ各社および提携先企業等の商品、サービス、優待、イベント・キャンペーン、セ

ミナー等に関する情報、サービスのお知らせに利用するため 

8) 当社グループ各社および当社サービスの契約の締結を代理している事業者等の商品、サービス、キャンペーン等のご案内のため

に当該事業者等にお客さまの個人情報を提供するため 

２. 個人情報の共同利用（電気小売事業に関するもの）  

当社は次の通り個人情報の一部を共同利用します。 

( 1 ) 共同して利用する個人情報の項目 

・基本情報：お客さまの氏名、住所、電話番号および小売供給等契約（離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。以下本

表において同じ。）の契約番号 

・供給（受電）地点に関する情報：託送供給契約または電力量調整供給契約（以下「託送供給等契約」といいます。）を締結する一



般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給（受電）地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメ

ニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状

態、廃止措置方法 

・ネガワット取引に関する情報：発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン 

( 2 ) 共同して利用する者の範囲 

小売電気事業者、一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、需要抑制契約者 

( 3 ) 利用する者の利用目的 

・託送供給等契約の締結、変更または解約 

・小売供給等契約の廃止取次 

・供給（受電）地点に関する情報の確認 

・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の

業務遂行 

・ネガワット取引に関する業務遂行のため 

( 4 )  個人情報の管理について責任を有する者 

・基本情報：小売供給等契約を締結している小売電気事業者（但し、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基

本情報については一般送配電事業者） 

・供給（受電）地点に関する情報：供給（受電）地点を供給区域とする一般送配電事業者 

・ネガワット取引に関する情報：需要抑制契約者 

３. 個人情報に関する苦情、相談について 

当社は、当社における個人情報の取扱いについて苦情またはご相談を受けた場合は、個人情報問い合わせ窓口を通じ遅滞なく対応

いたします。 

＊上記に関する詳細等については、当社 HP をご確認ください。 

 

【停電・電気の設備などに関するお問合せ】 

停電・電気の設備などに関するお問い合わせは，お客さまの電力エリアの電力会社へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

※北海道電力ネットワーク（以下「北海道電力」）・中国電力ネットワーク（以下「中国電力」）・四国電力送配電（以下「四国電

力」）・九州電力送配電（以下「九州電力」）は最寄りの営業所番号へお電話ください。 

 
 
【お客様ページのご案内】 

お客様ページにて電気料金のご請求・ご登録情報をご確認いただけます。 

お客様ページの URL https://portal.remix-denki.com/ 

※下記 QR コードからもログイン可能です。 

お客様ページのログイン ID 

・初期パスワード 

ご登録いただいたメールアドレスへ送付しております。 

※お客様自身でパスワードのご変更をお願い致します。 

※ご契約内容はお客様ページをご覧ください。 

東北電力ネットワーク

（以下「東北電力」） 

0120-175-366 東京電力パワーグリッド

（以下「東京電力」） 

0120-995-007 

北陸電力送配電 

（以下「北陸電力」） 

0120-837-119 中部電力パワーグリッド

（以下「中部電力」） 

0120-985-232 

関西電力送配電 

（以下「関西電力」） 

0800-777-8810   

 

https://portal.remix-denki.com/


 



【クリプトニンジャでんきプラン単価表】 

 
イ 基本料金  
 

電力エリア 

 

従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 低圧電力 

北海道電力 基本料金 - 398.57 円

/10A 

398.57 円

/kVA 

1364.08 円/kW 

東北電力 基本料金 - 365.90 円

/10A 

365.90 円

/kVA 

1287.88 円/kW 

東京電力 基本料金 - 308.63 円

/10A 

308.63 円

/kVA 

1087.06 円/kW 

中部電力 基本料金 - 317.92 円

/10A 

317.92 円

/kVA 

1192.10 円/kW 

北陸電力 基本料金 - 299.47 円

/10A 

299.47 円

/kVA 

1214.23 円/kW 

関西電力 基本料金 - 442.73 円

/kVA 

- 1121.38 円/kW 

最低料金 517.35 円 - - - 

中国電力 基本料金 - 443.49 円

/kVA 

- 1152.28 円/kW 

最低料金 752.08 円 - - - 

四国電力 基本料金 - 393.12 円

/kVA 

- 1171.87 円/kW 



最低料金 660.22 円 - - - 

九州電力 基本料金 - 313.07 円

/10A 

313.07 円

/kVA 

1012.99 円/kW 

 
 
 
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分 
 

【北海道電力エリア】 

第一段階料金適用電力量 最初の 120 キロワット時（kWh）まで 

第二段階料金適用電力量 

120 キロワット時（kWh）以上 280 キロワット時（kWh）

未満 

第三段階料金適用電力量 280 キロワット時（kWh）を超えた場合 

 

【北海道電力エリア以外】 

 

  

第一段階料金適用電力量 最初の 120 キロワット時（kWh）まで 

第二段階料金適用電力量 

120 キロワット時（kWh）以上 300 キロワット時（kWh）

未満 

第三段階料金適用電力量 300 キロワット時（kWh）を超えた場合 



ハ 電力量料金  
 

北海道電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 34.99 円/ 

41.22 円/ 

44.90 円 

34.99 円/ 

41.22 円/ 

44.90 円 

夏季/ 

その他季 

28.42 円/ 

28.42 円 

東北電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 29.32 円/ 

36.00 円/ 

39.91 円 

29.32 円/ 

36.00 円/ 

39.91 円 

夏季/ 

その他季 

26.81 円/ 

25.38 円 

東京電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 29.50 円/ 

36.03 円/ 

40.08 円 

29.50 円/ 

36.03 円/ 

40.08 円 

夏季/ 

その他季 

26.86 円/ 

25.31 円 

中部電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 20.98 円/ 

25.41 円/ 

28.33 円 

20.98 円/ 

25.41 円/ 

28.33 円 

夏季/ 

その他季 

16.67 円/ 

15.13 円 

北陸電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C  低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 30.55 円/ 

34.40 円/ 

36.09 円 

30.55 円/ 

34.40 円/ 

36.09 円 

夏季/ 

その他季 

25.85 円/ 

24.80 円 



関西電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

20.00 円/ 

25.35 円/ 

28.30 円 

17.63 円

/20.80 円/ 

23.28 円 

- 夏季/ 

その他季 

14.20 円/ 

12.73 円 

中国電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

32.42 円/ 

39.03 円/ 

41.13 円 

29.75 円/ 

35.78 円/ 

37.63 円 

- 夏季/ 

その他季 

26.53 円/ 

25.25 円 

四国電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

30.34 円/ 

36.89 円/ 

40.37 円 

26.97 円/ 

32.45 円/ 

35.34 円 

- 夏季/ 

その他季 

25.71 円

/24.28 円 

九州電力エリア 従量電灯 A 従量電灯 B 従量電灯 C 

 

低圧電力 

第一段階/ 

第二段階/ 

第三段階 

- 18.18 円/ 

23.73 円/ 

26.70 円 

18.18 円/ 

23.73 円/ 

26.70 円 

夏季/ 

その他季 

17.22 円/ 

15.55 円 

 
 

  



【付表】 

 

電力エリ

ア 

α，βおよびγ

の値 

基準単価 

【1 キロワット時につき】 

基準燃料価格 

（ｘ円） 

北海道電

力 

α＝0.1874 

17 銭 3 厘 80,800 円 β＝0.0899 

γ＝1.0036 

東北電力 

α＝0.0259 

19 銭 7 厘 83,500 円 β＝0.2563 

γ＝0.8915 

東京電力 

α＝0.0048 

18 銭 3 厘 86,100 円 β＝0.3827 

γ＝0.6584 

中部電力 

α＝0.0275 

23 銭 3 厘 45,900 円 β＝0.4792 

γ＝0.4275 

北陸電力 

α＝0.0415 

16 銭 5 厘 79,800 円 β＝0.0745 

γ＝1.2499 

関西電力 

α＝0.0140 

16 銭 5 厘 27,100 円 β＝0.3483 

γ＝0.7227 



中国電力 

α＝0.0406 

21 銭 2 厘 80,300 円 β＝0.0992 

γ＝1.1994 

四国電力 

α＝0.0875 

15 銭 4 厘 80,000 円 β＝0.0770 

γ＝1.1770 

九州 

α＝0.0053 

13 銭 6 厘 27,400 円 β＝0.1861 

γ＝1.0757 

 

【付表】 

電力エリ

ア 

α，βおよびγ

の値 

離島基準単価 

【1 キロワット時につき】 

離島基準燃料価格 

（ｘ円） 

北海道電

力 

α＝1.0000 

1 厘 79,300 円 β＝0.0000 

γ＝0.0000 

 

東北電力 

 

α＝1.0000 

1 厘 79,300 円 β＝0.0000 

γ＝0.0000 

 

中国電力 

α＝1.0000 

1 厘 79,300 円 

β＝0.0000 



 γ＝0.0000 

九州電力 

α＝1.0000 

3 厘 79,300 円 β＝0.0000 

γ＝0.0000 

 

 


